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診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について 

 

 

平成２５年６月１４日付けで閣議決定されました「規制改革実施計画」におきまして、健康・

医療分野で「医療のＩＣＴ化の推進」について重点的に取り組むとあり、その具体的な規制改

革の１つにカルテ等の電子化があり、平成２５年７月までに「カルテに貼付け等することとさ

れている各種文書について、電子媒体での管理のみでよいことを明確化する。」という措置を

行うよう厚生労働省が求められております。 

 しかし、ご承知のとおり、平成１７年３月３１日付けで、厚生労働省医政局長（医政発第

0331009号）、医薬食品局長（薬食発第 0331020号）、保険局長（保発第 0331005号）の連名

による通知「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等

の施行等について」の規定により、電磁的記録により保存した書面を、診療録に貼付等された

書面とみなして取り扱うことが可能となっております。 

したがいまして、特に現行の取扱いを変更することなく、規制改革実施計画にあります「カ

ルテ等の電子化」につきましては、すでに対応可能となっており、今般、改めて厚労省保険局

医療課において周知されましたのでご連絡申し上げます。 

なお、処方せんの取扱いについては、平成１７年３月３１日付け医政局長、医薬食品局長、

保険局長連名による通知「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の施行等について」の第二の２の（４）による取扱いとなっておりますので、併

せてご確認ください。 

 

 

  

＜添付資料＞ 

 １．診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について 

  （平 25.7.30 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

 ２．規制改革実施計画（平成２５年６月１４日 閣議決定） 

 ３．民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する 

法律等の施行等について 

  （平 17.3.31 医政発第 0331009号・薬食発第 0331020号・保発第 0331005号 

厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長） 



事 務 連 絡

平成 2 5 年 ７月 3 0 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年３月５日保医発

0305第１号）において、その写しを診療録に貼付等することとされている書面（以下「診療録に貼付

等された書面」という。）については、「規制改革実施計画」（平成25年６月14日閣議決定）において、

「カルテに貼付け等することとされている各種文書について、電子媒体での管理のみでよいことを明

確化する。」とされたところです（別紙参照)。

これを踏まえ、現行の取扱いに変更はないものの、下記の点に留意の上、電磁的記録により保存

した書面を、診療録に貼付等された書面とみなして取扱うことが可能であることを改めて周知いたし

ますので、貴管下の保険医療機関等に対し、周知徹底を図るようよろしくお願いしたします。

記

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行

等について」（平成17年３月31日医政発第0331009号、薬食発0331020号、保発第0331005号）の

規定に基づき、電磁的記録により保存した書面を、診療録に貼付等された書面とみなして取扱うこ

とが可能である。

なお、処方せんの取扱いについては、同通知第二の２の（４）によるものであること。
























